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会事務局 事務局長：中嶋利弥  主査：原田健伸  主事：中瀨靖子 

議  題 

 

 

 

 

[議案] 

１．農地法第５条の規定による許可申請 

[報告] 

２．農地法第４条第１項第７号の規定による届出 

３．農地法第５条第１項第６号の規定による届出 

会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長：ただ今から、平成２３年第３回定例総会を開会いたします。 
    欠席委員は、井上委員１名です。 

    本日の議事録署名人は、５番小島委員と６番脇委員を指名します。 
    本日の議題は、お配りの総会次第にありますとおり、農地法第５条の規定 
    による許可申請 ほか、全３件であります。 
    初めに、農地法第５条の規定による許可申請について、議案番号１８号及 
    び１９号は関連案件ですので、２件一括して上程いたします。事務局より 

    議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号１８、１９号を朗読） 

    当該地は、宮山の興全寺の南側に接している畑で、市街化調整区域内にあ 

    ります。以前からお話が出ておりましたが、議案番号１８号の２筆を所有 

    権を移転により、また、議案番号１９号の１筆を賃借権の設定により、計 

    ３筆を興全寺の駐車場に転用するものです。いきさつ等詳細は、後ほど地 

    区担当の金子会長にお話いただきますが、面積としては２６台分確保した 

    いということで必要面積であるということ、隣地の畑への対策として、東 

    側はブロック２段積み、北東側はブロック１段積みをすること、農地転用 

    の許可の判断となる立地基準としては、市街化区域から連たんしているた 

    め第３種農地にあたるということから問題はないと考えます。 

会 長：この議案の地区担当は私ですので、説明いたします。 

    どちらの筆も現状は畑となっていますが、議案番号１８の■■さんの 

    方は所有権移転、譲渡したいということで話しがあったということです。 

    特に問題はありません。 

    以上ですが、何かご意見、ご質問はありますか。 

    （意見、質問なし） 

会 長：ご異議が無いようですので、議案番号１８号及び１９号は意見書を添えて、 

    県に進達することに決定いたします。 

    次に、報告事項に入ります。報告番号１５号及び１６号の農地法第４条第 

    １項第７号の規定による転用届出、報告番号１７号から１９号の農地法第 

    ５条第１項第６号の規定による転用届出について、一括して事務局より報 
    告事項の朗読と、説明をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

事務局：（報告番号１５～１９号を朗読） 

    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、 

    書類を受理いたしました。 

会 長：以上の報告の中でご意見、ご質問はありますか。 

    （意見、質問なし） 

会 長：特に発言が無いようですので、届出の報告事項については了承されたこと 

    といたします。 

    以上をもって、平成２３年第３回寒川町農業委員会定例総会を閉会いた 

    します。 

資  料 １．平成２３年第３回定例総会議案及び位置図 

 

 議事録署名人（５番） 小島 正好    議事録署名人（６番） 脇 文亮      

本議事録は、平成２３年４月２７日、平成２３年第４回寒川町農業委員会定例総会におい

て承認・署名を得て確定しました。 


